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冷 凍 食 品 技 術 研 究 会            



 

2009．12月 冷 凍 食 品 技 術 研 究 No．85 

－1－ 

＜講演要旨＞ 

 

平成21年度第２回講演会について 

 
冷凍食品技術研究会 

事務局 

 

今年度、第２回目の講演会は下記の通り開催され盛況のうちに終了致しました。講師の皆様

にはお忙しい中、ご講演をいただき大変感謝を申し上げたい。なお、今後も会員の皆様に喜ば

れるような講演会の開催を心掛けて参ります。 

 

記 

１ 日時：平成21年９月２日（水）13：30～16：45 

２ 場所：（財）日本冷凍食品検査協会 ８階研修センター 

３ 講演テーマ： 

講演Ⅰ 「金属検出機及びＸ線異物検出機の効果的な使い方について」 

株式会社 ニチレイプロサーヴ 

経営監理サポート部 設備監査グループ 

グループリーダー            先光 吉伸氏 

 

講演Ⅱ 「食品企業の事故対応マニュアル作成のための手引き（解説）」 

財団法人 食品産業センター 

企画調査部次長             山本 創一氏 

 

以上 

 

 ＜事務局から＞ 

  本文中で、内容の判読、判別ができずお困りの方は、事務局までお問合せ下さい。 

ご指定の箇所を拡大してお送りします。 

 

お問合せ先：冷凍食品技術研究会事務局（担当：佐藤） 

〒105-0012 東京都港区芝大門2－4－6（（財）日本冷凍食品検査協会内） 

TEL：03－3438－1411  FAX：03－3438－1980 

E－mail：ｈ＿sato＠jffic.or.jp 
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食品企業の事故対応マニュアル作成のための手引き(解説)
財団法人 食品産業センター
企画調査部　山本　創一

1
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＜食の安全＞ 

 

輸入食品の衛生規制の経緯と安全確保に関して 
 

財団法人 日本冷凍食品検査協会 

常務理事 東島 弘明 

 

はじめに 

輸入食品を含め食品の安全確保を図るため、食品安全基本法第３条では、食品の安全性の確

保のための措置を講ずるに当たって国民の健康保護が最も重要であるという基本的認識の下に

講じることが求められている。同法第４条では、農林水産物の生産から食品の採取、製造加工、

流通、販売に至る一連の国内外における食品供給行程（フードチェーン）の各段階において必

要な措置を適切に講じることを食品等事業者に求めている。 

わが国の食生活における輸入食品の割合は、現在、６割（カロリーベース）を超え、国民の

健康保護において、その安全確保が極めて重要である。 

そこで、輸入食品の安全確保に関して歴史的な動きや規制趣旨等に関した概略を以下、記述

する。 

 

１．輸入食品等の衛生規制の動き 

（１）食糧不足時代（昭和20～40年）における輸入食品等の事故・事件及び衛生規制 

ア．食中毒等の事故・事件 

（注：食品自給率：米109％、野菜・果実・肉類・魚介類100～107％、小麦・大豆41％） 

輸入食品は、終戦後、昭和20（1945）年、政府は閣議で９月に食糧確保緊急措置を決定した。

ＧＨＱ（連合国軍総司令部）の輸入許可により翌21年からフィリッピン、米国等から小麦粉や

カリフォルニア米等食糧が輸入された。しかし、この年の８月から配給輸入小麦粉による赤カ

ビ毒による大規模食中毒（患者1145人）が発生した。昭和22（1947）年に全国にララ物資（米

国、アジア救済連盟（ＬＡＲＡ）からの食料、医薬品などの救援物資）による学校給食（副食の

み）が再開され、供給された。ＧＨＱ（連合国軍総司令部）から輸入食糧60万トンの大量拠出が

許可された。しかし、同年12月輸入脱脂大豆粉による大規模食中毒（患者約2000人）が発生した。

(この年に食品衛生行政が警察行政から厚生省所轄になり食品衛生監視員が全国に配置された｡) 

昭和23（1948）年～昭和40（1965）年までに輸入食品による大規模な食中毒やその他食品危

害に係る事件（主な事案例のみ掲載）が多発した。例えば、 

○ビルマ（現ミャンマー）産輸入雑豆（サルタニ豆）によるシアン中毒発生 

（昭和23年12月～翌年２月、患者33人、死者5人） 

○輸入食品による食中毒が多発 

昭和24年２月、ミートシチューで患者4428人（神奈川）、３月、とうもろこし粉で患者400人

（栃木）、７月、牛肉と野菜缶詰のカレーライスで患者220人（佐賀）などが発生した。 

○輸入脱脂粉乳による食中毒（昭和24年10月～、患者4000人（東京）、昭和25年、山形、千葉、

長野で患者521人など）が発生、横浜港輸入の脱脂粉乳に関する細菌検査の結果で成績不良
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品が大量発生（昭和27年５月～７月）した。 

○黄変米事件 

昭和26年12月にビルマ（現ミャンマー）から輸入した米の３分の１が黄変米（タイ黄変米、

イスランジア黄変米事件）であることが判明した。 

昭和27年７月、コロンビア産の米に黄変米菌に汚染された「白い黄変米」が発見され、その

後多発した。また、タイ産、ビルマ産の輸入米に黄変米が大量に発見された。 

これ以降、昭和31年にかけて大量の黄変米が見つかり、毒性及び配給の是非が大きな社会問

題になった。 

昭和31年２月、黄変米について黄変米菌の有無により食品加工、工業用などの利用に関して

処理方針が決定され、３月に厚生省から通知された。 

 

イ．食品等の輸入衛生規制 

○このような状況を背景にして昭和26年10月、厚生省は、「輸入食品の検査について」（公衆衛

生局長通知）を各都道府県に出し、大蔵省（現財務省）主税局長に輸入食品の検査について

協力依頼を行った。この結果、厚生食品衛生課に所属する食品衛生監視員11名が６検疫所及

び国立衛生試験所に配置され、輸出入検査が開始された。 

○昭和28年８月、食品衛生法の一部が改正され、輸入通関時に国の食品衛生監視員による監視

指導権限の根拠を明確にし、輸入食品に対する衛生規制の強化を計った。 

この結果、次のような食品等の輸入禁止措置と廃棄等の行政処分ができるようになった。 

・不衛生な食品等 

・衛生証明書の添付がない食肉、臓器 

・規格基準に適合しない食品等 

・指定外添加物を含む食品等 など 

法律改正により輸入時の食品等の検査及び行政処分は厚生大臣が行うことになった。 

昭和32年６月、食品衛生法の改正により、食品等の輸入届出制度が発足し、10月から施行さ

れた。この結果、食品、食品添加物、器具・容器包装、おもちゃの輸入届出が義務付けられた｡ 

○昭和32年５月、輸出検査法が制定され、翌年の２月に施行された。 

平成９年（1997）３月、輸出検査法が廃止された。 

 

（２）食糧の充足化時代（昭和41～60年）の輸入食品等の事故・事件及び衛生規制 

ア．食中毒等の衛生事故・事件 

（注：昭和40年の食料自給率（カロリーベース）が73％） 

（注：昭和50年の食料自給率（カロリーベース）が54％） 

○昭和44年８月、西ドイツ産キャビアが疑われたボツリヌスＢ型菌による食中毒が発生した。 

○昭和45年10月、アメリカ産かんきつ類より指定添加物であるジフェニル、ＯＰＰ、チアベン

ダゾールの使用が発見された。 

昭和52年12月、米国産かんきつ類から防ばい剤（ジフェニル）が基準値以上検出され、輸入

検査が強化された。 

○昭和46年３月、市販ピーナッツバターよりアフラトキシンＢ１が検出されたため、原料の輸
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入落花生等の検査が強化された。この結果、大量の輸入落花生が港湾の（保税）倉庫に滞留し、

輸入時にトラブルが続発した。これ以降、アフラトキシン検査は、多くの輸入農産物に対し重

要な検査項目となる。（輸入落花生に対し３月に指導要領が、６月に検査要領が通知された。） 

昭和56年９月、イラン産ピスタチオナッツから高濃度のアフラトキシンＢ１が検出されたた

め、輸入ナッツ類等に対するアフラトキシンの検査要領が通知され、検査が強化された。 

（その後のイラン産ピスタチオナッツの検出例：昭和63年15件、平成元年16件） 

昭和63年10月、米国産とうもろこしのアフラトキシン汚染に関する検査が強化された。 

平成10年12月、イラン産ピスタチオナッツについてアフラトキシンの検査命令が出され、再

び検査が強化された。 

○昭和50年４月、米国産輸入かんきつ類から指定外添加物・防ばい剤のＯＰＰ（オルトフェニ

ルフェノール）、チアベンダゾールを検出する事案が増える。輸入時の検査強化によりグレ

ープフルーツ、レモン、オレンジの輸入かんきつ類で大量の違反品（約５千トン）が出て、

廃棄等の措置がとられた。（昭和52年４月、ＯＰＰ、ＯＰＰ‐Ｎａが添加物に指定され、使

用基準が告示された。） 

○昭和56年３月に韓国産イガイから下痢性貝毒が検出され、５月に麻痺性貝毒が検出された。

（昭和50年１、２月、三重県であさり等が麻痺性貝毒により毒化し、初めて公式報告された。） 

（昭和51年６月、宮城県でムラサキイガイによる下痢性貝毒による中毒が報告された。） 

昭和55年７月に貝毒の規制値及び麻痺性貝毒の検査法が設定された。昭和56年５月に下痢性

貝毒検査法が通知された。 

平成５年１月、ニュージーランド産二枚貝の毒化に伴い、麻痺性貝毒の監視が強化された。

４月、韓国産赤貝など二枚貝の麻痺性貝毒の検査が強化された。 

平成６年１～７月、貝毒の検出事例が急増し、中国産ホタテガイ及び赤貝、フランス産アワ

ビ、スペイン産西洋トコブシに対し麻痺性貝毒を、韓国産赤貝に対し下痢性貝毒の検査が強

化された。 

平成８年10、11月、中国産二枚貝の麻痺性・下痢性貝毒について検査命令が出された。 

平成９年９月、韓国産赤貝、アサリ、ミル貝、カキから麻痺性貝毒が検出された。 

○昭和60年７月、オーストリア産、西ドイツ産、イタリア産ワインの一部に有害な不凍液ジエ

チレングリコールの混入が判明し、違反事案が相次ぎ大きな事件になった。 

 

イ．輸入衛生規制 

○昭和44年７月、従来の国際衛生規則を改正し、国際保健規則（検疫）が採択された。 

○昭和46年３月、生食用冷凍鮮魚介類につき、成分規格、加工・製造基準が設定された。 

昭和47年４月、調理冷凍食品の規格基準が設定された。 

○昭和47年６月、食品衛生法が改正され、輸入食肉製品に対し輸出国政府が発行する衛生証明

書の添付が義務づけられた。 

平成12年３月、衛生証明書の記載事項に“わが国と同等以上の衛生基準を確保”が入った。 

○昭和49年５月、「輸入食品等監視業務執務要領」が通知された。 

昭和57年３月、「輸入食品検査実施指針」が通知された。（輸入手続きの改善として 

・輸出国公的検査機関の検査結果の受入 
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・継続輸入扱いによる貨物の検査免除 

・一部の製造原料食品（原塩、粗糖、糖みつ等）につき、輸入時の届出が不要となる。） 

昭和63年１月、「輸入食品監視業務基準」が改正された。 

○昭和54年４月、食品一般の成分規格として食肉、食鳥肉、魚介類に抗生物質、抗菌性物質

（化学的合成品）の含有が禁止された。 

○昭和54年11月、食品衛生法に基づく表示指導要領が制定された。 

○昭和58年12月、「フグの衛生確保について」が通知された。 

昭和59年３月、「輸入フグについて」が通知され、「輸入フグ検査指針」で基本的事項や監視

要領、現場検査などが示された。 

平成元年１月、「輸入ナシフグの取り扱い」が通知された。 

（中国、韓国、北朝鮮から輸入される生鮮・冷凍フグの違反事案（異種フグの混入）が多発

した。昭和63年14件、平成元年52件、平成２年72件、平成３年156件） 

平成５年２月、「フグの衛生確保について」、「輸入ナシフグの取り扱い（筋肉部毒性判明）」

通知が改正された。韓国産の対日輸出用トラフグ等の輸入が認められる通知が出された。平

成７年12月、前記の両通知が改正された。 

平成10年２月、輸入フグに関する通知が改正され、対日輸出用フグの取り扱い要領等の一部

が改正された。 

○昭和60年12月、８月に通知された「市場アクセス改善のためのアクション・プログラムの骨

格について」により市場開放の行動計画が提示され、食品等の輸入に関する食品衛生法施行

規則において事前届出制の導入などの改正が行われた。翌年の同規則改正により計画輸入制

度の導入、一部食品原料の届出不要品目の拡大などが行われた。 

 

（３）加工食品の輸入増加時代（昭和61～平成19年）の輸入食品等の事故・事件及び衛生規制 

（注：昭和40年の食料自給率（カロリーベース）が73％） 

（注：平成12年の食料自給率（カロリーベース）が40％） 

ア．食中毒等の衛生事故・事件 

○昭和61年５月、ソ連原子力発電所の事故により放射能汚染のおそれがある輸入食品に対する

放射能検査が開始された。11月にソ連原子力発電所事故に係わる輸入食品の監視指導につい

ての通知に基づき放射能暫定限度が設定され、ヨーロッパ全域のナッツ、香辛料などの17品

目の対象食品について放射能検査が強化された。 

昭和62年１、２月、トルコ産ヘーゼルナッツ、スウェーデン産トナカイ肉、その他ハーブ類、

ナッツ類などから放射能が検出された。 

○昭和63年２～11月、米国産輸入豚肉から合成抗菌剤（スルファジミジン）が検出され、検査

が強化された。３月に台湾産、11月に韓国産、これ以降も違反が相次いだ。 

○平成元年２月、輸入ソフトチーズからリステリア菌が検出された。 

（昭和63年２月、「ナチュラルチーズのリステリア菌汚染防止について」が通知された） 

○平成３年８月～12月、鶏肉から中国産でクロピドール（平成２年21件、平成３年16件）、米

国産及びブラジル産でナイカルバジンが検出され、検査が強化された。 

○平成11年６月、ベルギー産鶏肉、豚肉等のダイオキシン汚染問題が発生し、検査が強化され
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た。（注：「ダイオキシン類対策特別措置法」が交付され、翌年の１月から施行された。） 

平成16年11月、オランダ、ドイツ、ベルギーの乳製品、豚肉、豚肉製品の飼料に起因するダ

イオキシン汚染のおそれがあるとして監視が強化された。 

平成17年１月、豚肉、鶏肉、鶏卵（いずれも加工品含む）の一部に飼料によるダイオキシン

汚染が懸念され、輸入時の監視がさらに強化された。 

○平成14年、３月に中国産冷凍ホウレンソウからクロルピリホスなどの基準値を超える残留農

薬が検出された。中国産あんず加工品に対するサイクラミン酸の検査命令、４月に中国産ハ

チミツのストレプトマイシン、養殖ウナギ・ウナギ白焼きのスルファジミジンの検査命令、

中国産冷凍ホウレンソウのクロルピリホス、ディルドリン、エンドリンの検査命令が相次い

で出された。 

５、６月に中国産肉マンにＴＢＨＱ、食塩のフェロシアン化物（いずれも指定外添加物）の

使用が判明し問題となった（この結果、中国産食品に対する国民の信頼が損なわれ、輸入件

数の減少原因になった）。 

７～11月、中国産セロリ等の野菜及びその加工品の残留農薬について検査命令が続出した。

その他養殖エビ・加工品、ハチミツ等について８月に抗生物質の検査命令が出された。 

10月、中国産果実加工品、漬物に対し、サイクラミン酸に関する検査命令が出された。 

○平成14年９月、米国産生鮮パパイアから未承認の遺伝子組み換えパパイア「55-1」が発見さ

れ、遺伝子組み換え食品に対し初の検査命令が出された。 

○平成12年12月、いわゆる狂牛病や牛海綿状脳症（ＢＳＥ）発生国から輸入される牛肉等の取

り扱いに係る通知が出され、ＢＳＥ発生国（EU、スイス、リヒテンシュタイン）から牛肉等

の輸入が禁止された。 

平成13年２月、食品衛生法第５条の疾病に「伝達性海綿状脳症」（ＢＳＥ）が追加改正され

た。この結果、ＢＳＥ発生国から輸入される牛肉等（肉、臓器、食肉製品）について輸出国

政府発行の証明書添付が義務づけられた。 

平成15年５月、カナダ国内においてＢＳＥが発生し、カナダ産牛肉、牛肉加工品の輸入が禁

止された。（昭和61年11月、イギリスで牛のＢＳＥが初めて確認された） 

12月、米国で初のＢＳＥ感染牛が発見された。厚生労働省は、同国からの牛肉、牛臓器、こ

れらを原料とする食肉製品等の全面輸入停止を通知した。牛の脳や脊髄など特定危険部位混

入の危険性がある加工食品について回収が指示された。同月、ＢＳＥ問題に関し第１回日米

会合が開催され、協議が行われた。 

平成16年１月、厚生労働省は、ＢＳＥ対策として牛脊柱の取り扱いに関し、規格基準の一部

を改正し、ＢＳＥ発生24カ国が通知された。 

平成17年７月、ＢＳＥ検査対象月齢が21ヶ月以上に改められた。 

平成17年12月、米国産牛肉について全頭から特定危険部位（ＳＲＭ）の除去、20日月齢以下

であるなど一定条件のもと２年ぶりに輸入再開が決定され、通知が改正された。 

平成18年８月、米国産牛肉の輸入再開が正式決定され、８月に輸入再開第１便が成田空港に

到着した。（６、７月米国の日本向け牛肉認定施設（35ヶ所）の現地調査が実施された） 

○平成19年７月、輸入食品に関する相次ぐ事件に対し、ＦＡＯとＷＨＯが緊急提言し、世界各

国に向け食品安全システムの強化と生産者、トレーダーにさらなる警戒を求めた。 
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イ．輸入衛生規制 

○平成２年６月、食鳥検査法が制定された。平成３年３月、食鳥検査制度が発足し、平成４年

４月から施行された。また平成４年３月に施行規則が改正され、輸入食鳥肉に対し衛生証明

書の添付が義務付けられた。 

○平成４年８月、施行規則が改正され、計画輸入制度の対象品目の拡大等輸入手続の簡素化、

迅速化が図られた。 

○平成４年８月、食品添加物の規格基準が全面改正された。 

○平成５年３月、非加熱食肉製品等食肉製品の規格基準が改正された。 

○平成６年３月、輸入食品等の事前確認制度（輸入手続きの迅速簡素化）が通知された。 

○平成７年４月、食品等の消費期限等の期限表示が実施された。 

○平成７年５月、食品衛生法が大幅に改正された。 

・コンピュータによる輸入届出（平成８年２月輸入食品監視支援システム（ＦＡＩＮＳ）が

稼動した。ＦＡＩＮＳとＮＡＣＣＳ（税関の通関情報処理システム）がインターフェイス

化された。 

・検査命令制度の改正 

・ＨＡＣＣＰ（危害分析等）システムによる総合衛生管理製造過程の承認制度 

・検査機関のＧＬＰ（適正業務管理基準）制度（９年２月からＧＬＰが導入される） など 

○平成８年１月、「輸入食品等監視業務基準」が制定された。 

○平成10年10月、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が公布され

（コレラ菌、赤痢菌、チフス菌、パラチフス菌による飲食に起因する健康被害は食中毒とし

て取り扱うことが決まる）、翌年４月施行される。 

○平成15年５月、食品安全基本法が成立し、リスク分析手法が導入された。７月、食品安全委

員会が設立された。 

○平成15年５月、食品衛生法等の一部が改正され（第26次改正、2003年）、国民の健康を図る

食品等事業者の責務が明確にされ、また残留農薬、残留動物用医薬品等のポジティブリスト

制が導入された。輸入食品関係では、 

・命令検査の対象食品等について検査命令の対象品目を政令で限定列挙する仕組み（平成７

年新設）が廃止され、全ての食品等が検査命令の対象となり、機動的な実施が可能になった｡ 

・命令検査件数の増大に対応するため、命令検査の実施検査機関が厚生労働大臣による指定

制度から民法法人以外の法人も受けられる登録制度に改められた。（16年２月、検査機関

の指定制度が登録制度に改められた。） 

・食品流通等の実態などを踏まえて、国が食品衛生に関する食品等の監視指導の実施に関す

る統一的な考え方を監視指導指針として示すとともに、国は、毎年度、翌年度の輸入食品

等の監視指導の実施に関する計画（輸入食品監視指導計画）を、また各都道府県等は、同じ

く指針に基づき国内で流通販売される食品等に対し監視指導計画を定める規定が設けられた。 

・営業許可の取消し等に関する法第55条の改正において第２項の規定が追加され、輸入業者

に対し虚偽表示や食品等の検査等一部の規定を除き、法令違反を起こした場合に、厚生労

働大臣は営業の禁停止処分（営業許可の取消しは規定していない）ができることとされた。

（平成18年１月、この規定に関して厚生労働省の食品安全部長から「輸入者の営業の禁止
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及び停止処分の取扱い指針」が通知された。） 

○平成17年11月、農薬等のポジティブリスト制と規格基準が改正された。 

・食品一般の成分規格として「食品は抗生物質、合成抗菌剤」を含有してはならないとされた。 

・基準値が設定されている農薬等以外は販売等が禁止された。 

 

２．食品等の輸入動向 

戦後の混乱期から現在までの食品等の輸入に関しては、年次別に、その５年平均でみると輸

入届出件数及び輸入重量ともに著しい増加傾向を示していた。 

しかし、輸入重量に関しては、増加傾向にあったが1979年から減少傾向に転じ、1980年～

1989年の間は、1984年までの輸入届出件数の伸び率が110％と少ない増加傾向を示した影響の

ためか輸入重量は85％と減少傾向を示した。しかし、1985年からの５年間は10年前の輸入重量

に近づく程回復傾向を示した。 

その後、1995年から輸入届出件数の大幅な増加に伴い、輸入重量も30％程度増加した。この

輸入重量の増加は、少量多品種の加工食品の生産拠点が中国等海外に移転し、その輸入量の増

加が影響したものと考える。 

平成19年（2007）は、平成17年（2005）、18年（2006）に比べ輸入届出件数が大きく減少し

た。平成19年の輸入減少の原因は、中国産輸入食品で残留物質の違反事案が相次いだことが大

きく影響したためと考える。 

検疫所による検査の実施状況は、昭和60年（1985）（検査件数39,817件）以降の輸入食品等

の検査状況をみると、平成10年（1997）から平成14年（2002）までは104,918～136,087件の範

囲で実施されていたが、平成15年（2003）～19年（2007）は、170,872～204,578件の範囲で推

移し、顕著な増加傾向を示していた。 

 

（参考：食品等輸入状況の節目（区切り時期）） 

年          輸入件数     輸入重量    輸入窓口  監視員数 

昭和33年（1958） 32,600件 0.64万トン ８ヶ所 14人 

（32年に法改正により食品等輸入届出制度が発足） 

昭和41年（1966） 117,298件 1,214万トン 10ヶ所 29人 

（食品等の輸入届出件数が10万件を超す） 

昭和47年（1972） 211,191件 1,923万トン 13ヶ所 39人 

（食品等の輸入届出件数が20万件を超す） 

昭和62年（1987） 550,568件 2,206万トン 20ヶ所 75人 

（食品等の輸入届出件数が50万件を超す） 

平成５年（1993） 843,319件 2,546万トン 30ヶ所 195人 

（食品等の輸入届出件数が80万件を超す） 

平成７年（1995） 1,052,030件 2,827万トン 30ヶ所 209人 

（食品等の輸入届出件数が100万件を超す） 

平成12年（2000） 1,550,925件 3,320万トン 32ヶ所 264人 

（食品等の輸入届出件数が150万件を超す） 
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平成17年（2005） 1,859,281件 3,378万トン 31ヶ所 300人 

（食品等の輸入届出件数が180万件を超す） 

（注：食品衛生監視員数は、1981年以前は輸入食品監視業務事務担当者を含む） 

 

３．食品等の輸入手続き 

（１）輸入手続き等の概略 

食品衛生法第27条に基づく、食品等の届出が必要なものとして対象になっているものは、販

売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具、容器包装及び厚生労働大臣が指定す

るおもちゃである。届出とは、一定の事項の事実を報告することである。 

本条と関税法第70条（証明又は確認）の関係から食品衛生法による輸入届出を行ったことに

ついて通関手続きの際にその事実を税関に証明しなければ通関できない仕組みになっている。 

輸入届出を必要としない場合の事例としては、国内の消費者が自分自身又は家族などのため

に食品等を海外から取り寄せる場合、外国からの贈り物の場合、外国から購入したものを家族

や知人・友人宛に送付する場合などが該当する。 

① 一般に食品等の輸入手続き及び検査手続きは、次のようになっている。 

ⅰ 食品及びこれを容れ、包むなど食品に直接触れる容器包装等を含めて食品衛生法で定

められた食品等を海外から輸入する場合は、全て厚生労働省の検疫所に届け出なければ

ならない。 

ⅱ 輸入者から検疫所に食品等の輸入届出が行われた場合は、検疫所の食品衛生監視員は

監視指導計画に基づき輸入届出書類を審査する。 

審査においては、必要に応じ試験検査成績書の添付又は提出を求めたり、又は食品衛

生監視員が輸入食品等が保管されている保税倉庫に出向いて現物（ロット等）を確認検

査し、試験検査のためのサンプルを採取し、試験検査を行うなど検査するもの、書類審

査で輸入を認めるものなどに分類する。 

ⅲ 書類審査、現物の確認、試験検査の結果（成績証明書）などにより、食品衛生法に適

合していることが確認できた輸入食品等が輸入を認められる。 

② 輸入食品等の検査制度には、次のようなものがある。 

ⅰ 命令検査 

命令検査とは、輸出国の事情、食品の特性、同種食品の不適格事例から食品衛生法違

反となる（不適格）の可能性が高いと判断される食品等について、厚生労働大臣の命令

により輸入者自らが費用を負担し、厚生労働大臣（国）又は登録検査機関において実施

される検査をいう。 

輸入にあたって届出された食品等が命令検査の対象品目に該当する場合、検疫所は、

輸入者に必要な検査の命令を行う。 

試験検査の結果について、検疫所は、食品衛生法に基づく規格基準等に適合している

と判断する場合は輸入を認めるが、不適合と判断する場合は法令違反として当該貨物の

日本国内への輸入が認められない。 

ⅱ モニタリング検査 

輸入食品等の種類毎に、輸入量、輸入件数、違反率、衛生上の問題が生じた場合の危
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害度等を勘案した監視指導年間計画に基づく検査をいう。 

輸入食品等を幅広く監視（モニター）し、違反が発見された場合は、検査を強化する

など必要に応じ輸入時の検査体制を構築することを目的とした制度である。 

命令検査制度と合わせ輸入食品の安全性を確保する上で重要な検査制度である。 

 

（２）輸入者の営業禁停止処分 

輸入業者に対し、虚偽表示や食品等の検査等一部の規定を除き、法令違反を起こした場合は、

法第55条第２項により厚生労働大臣は営業の禁停止処分（営業許可の取消は規定していない）

を行うことができる 

営業の禁止、停止処分制度の運用については、「食品衛生法第55条第２項に基づく輸入者の

営業の禁止及び停止処分の取扱い指針」（ガイドライン）で示されている。 

この要旨は次のとおりである。 

ａ 本指針は、食品衛生法第55条において、厚生労働大臣は、輸入者が法の規定による禁止に

違反した場合、その営業の全部若しくは一部を禁止し又は期間を定めて停止する制度の運用

について詳細を定めている。 

ｂ 処分の対象者は、食品等の輸入者である。 

ｃ 処分の対象となる行為は、輸入者が次の規定 

・食品衛生法の禁止規定（法第６条、第７条、第８条、第９条、第10条、第11条、第16条、

第17条、第18条、第26条、第50条）に違反した行為がある場合、処分の対象になる。 

ｄ 処分の発動、執行について 

・厚生労働省は、食品の安全性の確保の観点から、 

ⅰ 法違反を繰り返す輸入者、 

ⅱ 法違反により健康被害を発生させた、そのおそれを生じさせた輸入者など 

に対し、法違反の原因を改善させ、法違反の再発を防止させ、その他衛生上の必要な措

置を講じさせることを目的として、営業の禁止又は停止処分を行うとしている。 

・処分の発動は、次に掲げる場合について禁停止処分の発動の必要性を検討する。 

ⅰ 「特定の輸入者」が 

輸入した食品等が原因と疑われる健康被害が発生した場合、 

健康被害の発生するおそれのある食品等を輸入した場合 

ⅱ 特定の輸入者の法違反の原因が故意又は重大な過失により発生した場合 

ⅲ 特定の輸入者が輸入する食品等において法違反が繰り返し発見※されている場合（注）

※繰り返し発見されている場合とは、 

特定の輸入者の輸入で食品等を限定せずに概ね違反率が５％以上の場合、違反率の確

認は、信頼限界95％で違反率が５％未満であることを確認するため少なくとも60件以

上検査しなければならない 

 

（参考図書） 

・新訂「早わかり食品衛生法」第２版、（社）日本食品衛生協会、2007年７月発行 

・改訂４版「輸入食品衛生年表（1945～2007）」、（財）日本冷凍食品検査協会、2008年８月発 

 行 

・ＦＦＩジャーナル Vol.214，No４，2009. 2009年11月１日発行 
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＜製造技術＞ 

微細水滴含有過熱水蒸気「アクアガス」を用いた高品質食品の調製技術 

 

株式会社 タイヨー製作所 

小笠原 幸雄 

 

１．はじめに 

食品加工において過熱水蒸気が着目され、加熱調理、乾燥、焼成、殺菌などへの応用が盛ん

に検討されています。食品の微生物汚染防止に、加熱殺菌は高い確実性を持ちますが、熱によ

り食品品質が損なわれることがあります。過熱水蒸気では、通常の飽和水蒸気処理や茹で処理

で懸念される対象農産物成分(特に水溶性画分)の溶出や周辺の水の一部吸水による物性変化な

どを低減することで、品質の保持が期待できます。この過熱水蒸気を基に、加熱処理時の品質

の劣化を抑制する新しい過熱水蒸気システムを開発しました。ここでは開発した微細水滴を含

んだ常圧の過熱水蒸気雰囲気（以後、アクアガスと呼ぶ）を用いて、短時間で殺菌処理を行い、

生野菜の様な食感を保持した高品質食品の調製技術について紹介します。 

この研究は、生物系特定産業技術研究支援センター「生物系特定産業創出のための異分野融

合研究支援事業」の「アクアガスを用いた高品質汎用食材の新規調製技術の開発：コンソーシ

アム構成：(独）食品総合研究所、女子栄養大学、(株)タイヨー製作所、(株)ローズコーポレ

ーション、(有)梅田事務所」によって実施されたもので、平成21年日本ものづくり大賞「地域

貢献賞」、平成20年度北海道新技術・新製品開発賞ものづくり部門「大賞」、平成20年度日本缶

詰協会「技術賞」を受賞しております。 

 

２．アクアガスの発生機構と基礎特性（文献１） 

アクアガスの生成システムの概略を図１に示します。このシステムにおいて使用される原

水は初めに、加熱時の配管内でのスケールを防止するため軟水化処理されます。処理された水

は定量ポンプにて、チャンバ内に設置されたヒータに圧送され、ノズルからチャンバ内に噴霧

されます。加圧されたヒータ内にて100℃以

上に加熱された水は、チャンバ内に噴霧され

常圧に戻り、一部は直ちに蒸発して水蒸気と

なりますが、一部はノズル径や距離によって

異なりますが、60μm～95μmの微細水滴とな

りチャンバ内に液体として一定時間存在しま

す。これらの微細水滴は最終的にはチャンバ

内で蒸発し水蒸気となりますが、チャンバ内

のヒータ出力を調節し供給される水量とチャ

ンバ内温度のバランスをとることにより、チ

ャンバ内に常時、過熱水蒸気と微細水滴が混

在した状態を作り出す事ができます。 
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図１ アクアガスの生成概念図 
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アクアガスの特性を調べるため、同じ温度の

過熱水蒸気や高温空気、熱水(約100℃)などと

あわせて実験を行いました。まず加熱媒体から

加熱対象物への熱伝達率を測定するため、加熱

チャンバ内に定常熱流を作りその熱流束の測定

が可能な熱流計を作製し、それぞれの熱伝達係

数を測定しました。その際に加熱対象物の表面

温度に対する依存性を調べるため、熱流計表面

温度を変化させ測定を行いました。 

測定された加熱媒体から熱流計への熱伝達率

を図２に示します。アクアガスと過熱水蒸気を

比較すると熱流センサ表面温度が80°C以下では

アクアガスの熱伝達率が過熱水蒸気のものより

も高い値を示しました。この加熱初期の高い熱

伝達特性が、短時間で野菜の物性等の品質をあまり損なわない表面殺菌処理を可能とした理由

です。熱流センサ表面温度が80°C以上になるとアクアガスの熱伝達率は過熱水蒸気と比較して

低くなっていますが、原因としては、熱流センサ表面に付着した凝縮水等が熱移動抵抗となっ

たためと考えられ、微細水滴によりセンサ

への水の付着が多いアクアガスではこの傾

向が強くなったためと考えられます。 

さらにアクアガスは加熱処理時の食材の

乾燥特性についても効果を認めました。モ

デル食品試料として澱粉ゲルを用い、加熱

を行い、試料の質量変化を測定しそれぞれ

の加熱媒体の乾燥特性を評価した結果を図

３に示します。高温空気を用いた実験では

試料の質量は測定開始後直ちに減少しまし

た。これは試料からの水分の蒸発によるも

のと考えられます。アクアガスならびに過

熱水蒸気を用いた実験では、測定開始後、

試料表面において水蒸気の膜状凝縮が観察

され、凝縮水の付着による試料の質量増加

が確認されました。アクアガス、過熱水蒸気を用いた実験共に、試料の質量は約10分間増加し

た後、減少に転じました。アクアガスにおける試料質量の減少速度は過熱水蒸気と比較して遅

くなりました。これはアクアガス中の微細水滴が試料に付着し、試料の乾燥を抑制したためと

考えられます。 
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３．アクアガスの殺菌効果 

アクアガスは微細水滴と過熱水蒸気の組合せ

により湿熱状態における更に高い熱伝達効率が

期待され、生野菜の短時間加熱殺菌処理や農産

物加工処理時の耐熱性菌の殺菌等に効果的であ

ると考えられます。以下にアクアガスを用いた

食品殺菌試験の結果について紹介します。 

（１）生野菜の殺菌効果（文献２） 

短時間加熱処理によるキュウリ及びニンジン

の一般生菌数変化を図４に示します。未処理の

キュウリからは106～107 CFU/gの一般細菌の生

存が検出されました。アクアガスおよび過熱水

蒸気処理においては30秒間の加熱処理により10

～100 CFU/gに一般細菌数が減少し、60秒間の加熱処理により一般細菌が検出されなくなりま

した。図には示していませんが、熱水30秒間の処理で一般生菌数は102～103 CFU/gに、60秒間

では102 CFU/gにしか減少せず、熱水に比べてアクアガスや過熱水蒸気に高い殺菌効果が認め

られました。 

また加熱処理後の品質について力学的

特性の変化で検討した結果を図５に示し

ます。図５にはアクアガス処理ならびに

過熱水蒸気処理によるキュウリの破断応

力ならびに破断歪率を示します。30秒間

の加熱処理により破断応力が増加し、加

熱処理時間１分以降においては破断応力

が処理時間とともに減少しました。破断

歪率は加熱処理により増加し、組織の柔

軟性が増加したと思われます。アクアガ

スおよび過熱水蒸気により加熱処理した

キュウリは30秒間の処理においては若干

もろさが減少したものの、破断応力と破

断歪率の変化はわずかで、また生野菜と

しての食感も保たれていました。60秒以

上の加熱処理では、アクアガスおよび過熱水蒸気処理ともにキュウリの生野菜としての食感は

失われました。以上のことより特にアクアガスにて30～60秒の加熱処理を行うことによりキュ

ウリやニンジンの食感を大きく損なうことなく十分な殺菌を行うことが可能であると考えられ

ます。 

加熱処理での色彩変化について検討しましたが、いずれの処理においても30秒間の加熱処理

により表皮の鮮やかさが増しました。加熱処理時間が１分間以上となると表皮の鮮やかさが低

下しました。アクアガス処理の試料の鮮やかさが過熱蒸気処理した試料と比較して高くなった
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理由は、試料表面における蒸気の凝縮や乾燥による試料の水分変化が関係していると考えられ

ます。 

（２）耐熱菌（枯草菌胞子）に対する殺菌効果（文献３） 

農産物の一次処理後の長期保存などでは耐

熱性胞子の殺菌が重要となります。そこでア

クアガスの殺菌効果を、枯草菌胞子をジャガ

イモ表面に塗布した加熱実験で検討しました。

ジャガイモ試料から検出された耐熱性菌の生

存胞子数を図６に示します。胞子液を塗布し、

加熱処理を行わなかったジャガイモ試料から

はおおよそ106 CFU/mlの枯草菌が検出されま

したが、胞子液を塗布した後、アクアガス処

理を施したジャガイモ試料からは菌は検出さ

れず、また過熱水蒸気処理を施した試料から

も菌はほぼ検出されませんでした。熱水処理

を施した試料からは平均して103 CFU/mlの枯

草菌が検出されました。また熱水処理を施し

た試料については検出された枯草菌数が102 

CFU/ml以下のものから104 CFU/ml以上までの

ものとバラツキが非常に大きい結果となりました。この原因として、熱水処理においては表面

に付着した胞子が主に熱水によって洗い流されたことにより耐熱菌数が減少したためと考えら

れます。ジャガイモ表面の凹凸等の形状により試料ごとに表面洗浄の効果に差が現れ、また熱

水処理では加熱殺菌としては不十分であったため、上記の結果となったと考えられます。一方、

アクアガスおよび過熱水蒸気処理では、加熱開始時には試料表面に凝縮した水が流れ落ちるこ

とにより試料表面が洗浄され、さらに30分間の加熱により試料表面が100℃以上に加熱された

ことにより高い殺菌効果が現れたと考えられます。この他の耐熱性菌を用いた試験においても

アクアガス処理が過熱水蒸気処理と比較して高い殺菌効果を示す傾向があり、またアクアガス

処理においても噴霧する微細水滴の量および温度等において殺菌効果が特異的に高まる設定が

あり、高温の微細水滴が耐熱性菌の胞子に対して何らかの影響を及ぼしていることが示唆され

ました。 

 

４．アクアガスの食品加工への応用 

（１）ブロッコリーのブランチング（文献４） 

ブロッコリーのブランチング処理について、アクアガス加熱と既存の加熱法（茹でる，蒸

す）について検討した結果、アクアガス加熱処理では、水っぽさがなくまた甘みが強いという

味の面と硬さにおいても「丁度良い」と評価され、味および嗜好性が高いことが明らかになり

ました。色調においては、冷蔵貯蔵後の色変化が少なく、さらにビタミンＣにおいても他の処

理に比べて高い残存率（100％）を示しており、栄養面でも嗜好性の面でも品質の高い加熱食

材を調製できる可能性を示唆していました。 
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図６ 枯草菌胞子を植菌して実施した 

   ジャガイモの30分加熱時の殺菌 

効果 
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（２）アクアガスによるポテトサラダ調理 

ポテトサラダは惣菜の中でも、販売量が高い商品です。しかしながら、原材料の初発菌制御

が困難なことから、安全とおいしさを両立させることが難しく、その品質保持技術の開発が急

務となっています。そこでアクアガスおよび従来法にてポテトサラダを調理し品質について検

討しました。アクアガス調理ではジャガイモ、人参はアクアガス加熱を行い、タマネギ、キュ

ウリ、キャベツについてはアクアガスによる短時間加熱により殺菌したものを用いました。従

来の調理法では、ジャガイモは蒸し器で加熱し、人参、タマネギは煮釜で加熱し、キュウリ、

キャベツは次亜塩素酸ナトリウム水溶液等を用いて殺菌したものを用いました。それぞれの方

法で調理したポテトサラダを10℃に保存し、細菌数の変化を調べた結果を表１に示しました。

アクアガスにて調理されたポテトサラダは大幅に日持ちが改善しました。さらにパネル６名に

て二点嗜好試験法により食味試験を行った結果、食味、香り、テクスチャー、色調全てにおい

て対照処理よりもよいという結果となりました。現在、大型アクアガス加熱装置（アクアクッ

カー）を用いて加熱処理したジャガイモを使用したポテトサラダは、平成17年秋から継続的に

試験販売され、他の惣菜などと比較した商品評価としても高い評価を継続的に認められていま

す。 

 

表１ ポテトサラダ中の菌数変化 

初発 10℃4日後 
試験区 

一般生菌数/g 大腸菌群/g 一般生菌数/g 大腸菌群/g 

対照 1.5×103 陰性 9.0×105 陰性 

ｱｸｱｶﾞｽ <300 陰性 <300 陰性 

対照においては、ジャガイモは蒸し機で加熱（芯温95℃到達後20分間）、キュウリとキャベツについて

は200ppmでの次亜塩素酸ナトリウム溶液浸漬処理（スライス後10分間）、タマネギは煮釜で加熱（スライ

ス後沸騰水に投入し再沸騰後１分間）、人参は煮釜で加熱（スライス後沸騰水に投入し再沸騰後４分間）

調製した。 

アクアガス処理においては、素材を各加熱時間で処理して調製した：ジャガイモ（芯温95℃到達後10分

間）、キュウリ、キャベツ、タマネギ（スライス後１分間）、人参(スライス後芯温95℃到達後４分間)。 

 

５．まとめ 

食品加工における過熱水蒸気利用の幅は今後更に広がると考えられますが、アクアガスは食

品の食感低下や乾燥を防ぎながら殺菌出来る特性があり、その応用範囲を更に広げるものと思

われます。食品加熱の方法はここで述べたアクアガス、過熱水蒸気および熱水による加熱以外

にも様々な手法が存在しますが、それぞれに長所短所が存在することから、その性質をよく見

極めて加熱方法を選択する必要があるといえます。アクアガスのみに着目しても、微細水滴を

分散させる過熱水蒸気の温度、微細水滴の量、微細水滴の粒度分布、噴霧する水の温度等に無

数の組合せが可能であり、その組合せによって食品加熱特性は大きく変化することが予想され、

また用途に合わせてアクアガスの性状を調整する必要があると考えられます。  
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＜文献紹介＞ 

 

『ここがポイントかな？ 食品冷凍技術』 

新着文献情報 その25：平成21年４号（平成21年８月～平成21年10月） 

 

（社）食感性コミュニケーションズ (日本冷凍空調学会 参与) 

 白石 真人 

１．はじめに 

日本冷凍空調学会年次大会のパネルディスカッション、冷凍誌の特集「冷凍化学の新展開」、

非常勤講師の集中講義「食品安全化学」など準備期間の取り方に少し無理があったものの中心

テーマはいずれも食品冷凍であった。情報価値を高めるための情報発信には必要なのかもしれ

ない。日常的に利用できる図書館が突然なくなることによる情報ギャップが大きな負担として

提供情報の価値を低下させることかも知れない。 

程よい距離感のある情報に偶然遭遇するチャンスが必要なのではあるが、まだ組織的に取り

組めるまでには至っていない。情報の奥は深く大きな広がりが感じられる。 

 

２．水産物の調理加工および貯蔵における品質変化に関する研究（文献１：米田千恵） 

平成20年度日本調理学科学会奨励賞受賞記念論文として、生食する魚介類について、調理加

工や貯蔵による品質変化を調べた業績をまとめられているが、その中にマグロ肉の解凍操作な

らびにマグロ肉への調味料の浸透、「(1)マグロ肉の解凍法による品質の違い」「(2)温塩水解凍

の科学的検証」「(3)マグロ肉の調味料浸透に及ぼす脱水シートの効果」について記述したとこ

ろがある。引用文献から2006年から2008年頃の研究である（(1)米田千恵、香西みどり、畑江

敬子、広田起子、中村淳：日調科誌、39,16-21, 2006、(2)2008 年、(3)2005年）。 

一般に急速解凍の方が品質が良い（マグロ肉内の生化学反応、細菌増殖、メト化などの抑

制）とされているが、解凍硬直を避けるための緩慢も推奨されている。冷凍メバチ赤身肉を試

料に冷却機能付きマイクロ波解凍、冷蔵緩慢解凍、温塩水解凍の３種類で解凍中の温度変化、

重量、色調、物性、鮮度指標などを調べている。(1)マイクロ波解凍は温塩水解凍と品質に大

きな差異はなかったが、重量変化、色調などで品質が良く、解凍時間が早いという利点がある

という。(2)鮮度良好な試料（上物）では温塩水解凍の方が冷蔵緩慢解凍と比べ、赤色が強く

うま味など総合的に官能検査で高く評価されている。(3)冷凍メバチ赤身肉（約200ｇのサク）

を2℃、24時間冷蔵緩慢解凍し、食品用脱水シートで包み、2℃11時間処理した後濃口醤油に

2℃、2時間浸漬しづけとした。対象は脱水シート処理なし。脱水シート処理によりづけは塩味

が強くなり、醤油色が濃くなり、づけとして好ましかった。 

１節の「トリガイ足部の加熱および（冷凍）貯蔵による食味の変化」では殻付き活トリガイ

から尾部のみを採取し、この生試料および5％酢酸中で85℃、15秒間加熱した試料（加熱試

料）それぞれについて4℃で10日間または、-40°で48時間貯蔵試験を行った結果を表１にま

とめている。表１の測定項目は重量、色（Ｌ値）、テクスチャー特性（引っ張り強度、伸び

率）であり、ATPおよび関連化合物、遊離アミノ酸量も測定している。解凍後の加熱試料はＬ
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値で示される色調が保持されていたとあるが、冷凍処理により、生トリガイ足部の物性、外観

は大きく変化し、冷凍貯蔵に適さないとしている。生および加熱試料を4℃貯蔵した時の変化

も同様に測定している。4℃貯蔵では食品用調湿シート「レッドキーパー」の効果も調べてい

るが、その中に-40°で48時間冷凍貯蔵した試料のドリップについて記述がある。 

 

３．低温下で細菌の受けるストレス・損傷とその耐性（文献２：木村凡、日本食品微生物学会

雑誌） 

魚介類の生食、中食としての調理済み食品の店頭販売の拡大、冷凍食品、特に自然解凍用調

理冷凍食品など低温下での食中毒の危害に関連した微生物の理解と取り扱いはますます重要な

課題となっている。 

地球はそもそも低温環境（海洋の90％は5℃以下であり、地上でも南極等寒冷地も多い）で

あり低温菌の方が一般的で、ヒトに危害を与える食中毒菌は中温菌が多く地球生態系の中では

中温菌はむしろ特殊であるという指摘である。腸炎ビブリオは環境菌として例外的に温暖環境

に適応した菌であり、日本の寿司文化はその恩恵を受けている。これを例外とすれば感染型食

中毒菌に適した生息域はヒトに近縁な恒温動物であり、低温には弱い特性であるといえる。 

低温増殖性食中毒菌でも低温では基本的には酵素反応速度などは温度の影響を受けて低下し

ているため、爆発的に増殖するような事態は避けられる。低温菌といわれるセレウス菌が食中

毒を起こす場合このことは概念図であるが大腸菌、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ（中温菌）、

リステリア（低温菌）の増殖速度の実測値（世代時間）を温度に対してプロットした図１で示

している。現状でも低温菌の定義は混乱があり、問題点をいくつか指摘している。一般生菌数

測定（35℃、48時間）では増殖不可の低温菌が計測されないという現実があるが、鮮魚のよう

な低温菌が想定される食品でも25℃培養で実用的には低温増殖性の菌も計測できることを提案

している。 

微生物の低温耐性機構について図2に微生物の低温適性と脂質組成（細胞膜リン脂質に不飽

和脂肪酸の割合が高くなる）、図3にタンパク質レベルでの微生物の低温適応例（分子構造の立

体的な弾力性）、図4に微生物のコールドショックタンパク質、図5にRNAレベルでの微生物の低

温適応例などが説明されている。 

凍結保護物質も低温戦略として重要である。低温菌の低温での増殖を可能にするタンパク質

レベルでの研究成果はまだ報告されていない。 

冷凍食品微生物検査では低温ストレスや凍結損傷が問題になるが、ストレス適応と損傷の境

界線は食品微生物の取り扱いでは難しい問題が多い。培養不能菌（Viable but uncalturable, 

VBNC）が食品検査の中で見落とされる可能性がある。病原性大腸菌O157を4℃で蒸留水中に放

置するとVBNC化する可能性があるという報告があるということである。低温損傷菌の一例とし

て、冷凍原料段階での検査では大腸菌、食中毒菌陰性の明太子、いくら等を解凍しておにぎり

などに加工した後小売段階で大腸菌陽性の検査結果が出た場合に、原料検査の段階では冷凍損

傷が原因で検出されなかったことの見極めが必要になる（検査結果の妥当性）。 

 

４．凍結ストレスと植物（文献３：上村松生他、低温生物工学会誌） 

低温耐性の問題は上記第2項の微生物だけでなく、生育地を離れられない植物体はさまざま
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な外的環境変化に対して生存を可能にする能力を備えているものがる。低温ストレスは主要農

産物の生産額に多大の影響を及ぼすこともあり、特に近年では分子生物学的、あるいは代謝生

理学的研究手法の急速な進歩が報告されている。１）氷点下の温度ストレスに対する植物応

答：植物細胞の凍結過程の顕微鏡による観察は既に19世紀に報告があり（Molisch, H. et al. 

1897）、その主要な結論は現在でも科学的に正しいものが多いということである。図1に植物が

凍結温度以下に遭遇した時の生存戦略をまとめているが、耐寒性には大別して凍結回避と耐凍

性がある。気温が氷点より下がる寒冷地では細胞外凍結による凍結耐性の機構により生存して

いる。この機構では氷結晶形成による水の体積増加による機械的ストレス、細胞内からの水の

移動に伴う脱水ストレス、氷結晶による破損などに植物体の細胞が耐えられなければならない。

２）凍結融解過程における生体膜挙動と凍結障害発生機構：図2に未馴化プロトプラストと馴

化プロトプラストが細胞内からの脱水ストレスの違いを示している。未馴化プロトプラストで

は脱水により細胞膜の一部が細胞内に陥没し小胞（endocytotic vesicles）となり、融解膨張

あるいは融解時に細胞膜に復元されないが、凍結耐性のある馴化プロトプラストでは細胞膜の

外側に細胞膜由来の突起物(exocytotic vesicles)が観察され、融解過程で再び細胞膜に取り

込まれる。凍結による細胞の障害の発生は細胞膜の生理的状況によるため、凍結障害を防ぐた

めには細胞膜のストレスからの保護が重要になる。３）低温馴化過程における膜系の変化と凍

結耐性機構：シロイヌナズナでは2℃の低温馴化で24時間後には生存可能温度が－4℃から－

8℃まで低下し、3日後には－10℃、10日後には－13℃と、急速に低下する。イネ科植物では低

温馴化に１週間ほど必要とする。低温馴化の過程ではリン脂質含量の増加が耐凍性を増大させ

ている実験的根拠はホスファチジルコリンから構成される脂質小胞をプロトプラストと融合さ

せ細胞膜脂質組成を変化させると凍結耐性が大きくなることで示されている。低温馴化過程で

細胞膜タンパク質組成の変化も大きく変動する。シロイヌナズナでは低温馴化の初期に38個の

タンパク質が同定されている。重要な細胞膜機能が存在するとされるスフィンゴ脂質・ステロ

ールに富む微小領域（マイクロドメイン）と低温馴化、凍結耐性の関係はまだ報告が見られな

いが、ミクロドメインの凍結耐性に重要な役割を果たしている興味深いさまざまな可能性が記

述されている。 

 

５．冷凍太平洋タラ(Pacific Cod)ミンチ肉に対する凍結保護物質としての太平洋メルルーサ

(Pacific Hake)水解物 （文献４：Imelda W.Y. et al., Jounal Food Scinece） 

魚介類の冷凍保存では冷凍保存期間の長期化、凍結解凍の繰返しが魚肉タンパク質のテクス

チャーおよび機能性の低下をもたらすことがある。そのため冷凍あるいは長期冷凍貯蔵の間に

筋肉タンパク質を安定化する保護作用のある物質の探索が続けられてきた。凍結保護作用はタ

ンパク質の水分子を安定化させ、水分移動を防ぐことだけでなく水の表面張力を増加させるこ

とによってタンパク質の変性を防ぐと考えられている。魚加工品の生産では通常シュクロース

とソルビトールの１：１混合物が凍結保護物質として広く使われている。そのほかポリデキス

トロース、ラクチトール、グルコースシロップ、トレハロース、乳酸ナトリウム等が有効とさ

れているが、炭水化物を元にした凍結保護物質は糖尿病を心配する消費者に受け入れられない

とか魚加工品に甘味を付けるとか一部製品によっては好ましくない品質を与えるなどがある。

最近タンパク質の酵素分解物、短いペプチド、遊離アミノ酸混合物の応用が注目されている。
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その凍結保護作用に着目した研究は少ないがゼラチンの水解物がアイスクリーム中の氷結晶の

成長を阻害する、魚残渣、イカ、エビなどで不凍水の増加、Ca-ATPase活性等調べた報告があ

る。Sychらは２種類の市販魚水解物、“APSL”,“Lactamine AA”に凍結保護効果がわずかにある

ことを報告している（1991年）魚肉ミンチ生産の凍結保護作用についての報告はない。 

本報ではメルルーサのAlcalase 酵素分解物(FPH-A),Flavourzyme酵素分解物(FPH-F)のシュ

クロースとソルビトール１：１混合物(SuSo)の代替品としての効果を調べている。タラミンチ

肉に8% FPH-A, FPH-F, SuSoを添加し、６回凍結解凍を繰り返した時の魚ミンチ肉の物理化学

的特性の及ぼす効果を調べた。 

図、表はそれぞれ凍結解凍を繰り返した試料と未凍結の試料について 

図１：圧搾水分量 

表１：DSCで測定した不凍水量 

図２：調理時の重量損失 

図３：調理加熱後のテクスチャー、硬さ 

表２：未変性アクトミオシンの抽出量、表面疎水性 

表３：FPH-A, FPH-Fの遊離および総アミノ酸組成 

FPH-A, FPH-F添加試料はコントロール（無添加、対照）、SuSoと比べ未凍結試料と凍結繰返

し試料とのそれぞれの測定項目の差が小さく、凍結保護効果が期待される。FPH-A, FPH-Fには

遊離アミノ酸として、Asp,Glu,Arg,Lys含量が比較的多く凍結保護効果に関連しているあるい

はオリゴペプチドの効果について考察している。 

 

６．冷凍の特集の紹介 

８月号（Vol.84 No.982）［特集：冷蔵倉庫に関する技術］特集にあたって、高松邦夫 ２

（688） 

１．最近の冷蔵倉庫の防熱仕様、奥山誠司 ３（689） 

２．冷却システム、最勝寺公英 ９（695） 

３．自然冷媒を使用した冷却システム、寺島 巌 13（699） 

４．電子冷却式クーラとその現況、小林良二 17（703） 

５．冷凍・冷蔵設備の遠隔監視システム、中山 茂・後藤耕治 22（708） 

６．コージェネレーションシステム普及による低炭素社会への貢献、松村隆之・平田和弘 

26（712） 

７．冷却水の水質管理、葛巻貞司 31（717） 

８．冷蔵倉庫の省エネルギー対策とその効果検証、西村則道 34（720） 

９．LCC（Life cycle cost）の製品開発への活用、奥山哲也・加藤征三 38（724） 

10．トレーサビリティ、 大松重尚 43（729） 

［食品技術講座５］食品の安全・環境技術に役立つ冷凍講座、第５回、野菜・果物類：ジ

ャガイモ 遠藤千絵・森 元幸 50（736） 

［記録］ 平成21年度通常総会特別講演 課題先進国日本 小宮山宏 57（743） 

［最近気になる用語］クローン牛・豚は安全、白石真人 69（755） 

９月号（Vol.84 No.983）［小特集：学校や企業における食育の最新事情］特集にあたって、工
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藤謙一 ２（764） 

１．学校における食育の推進１.１食育の意義 、的場輝佳 ３（765）1.2 地産地消と大学

における食育－奈良漬プロジェクト－、山口智子 ８（770）1.3 学校や地域における食

育の取り組み  －各世代に対する食育のあり方－、明神千穂 15（777）1.4 若年世代に

おける魚食離れの現状とそれに対する取り組み、我如古菜月 22（784）1.5 高齢者を対

象とした食育 認知症予防の料理術、湯川夏子 27（789） 

２．企業における食育活動 2.1 産学協同による食育推進 調理による脳の活性化実験への

取り組み 、山下満智子 31（793） 

［食品技術講座５］食品の安全・環境技術に役立つ冷凍講座、第６回野菜・果物類：タケ

ノコ・コーン類、今堀義洋 37（799） 

10月号 （Vol.84 No.984）［特集：ヒートポンプ冷温水システム］特集にあたって 嶋 等 ２

（830）２．業務用、2.1 新型空冷式ヒートポンプチラー、加藤央平・大越 靖・伊藤拓

也・落合康敬・山口 博・畝崎史武 20（848）2.2 産業用・業務用水熱源自然冷媒（CO2）

ヒートポンプ給湯機、米田弘和 25（853）2.3 可変速制御インバータターボ冷凍機、上田

憲治・田井東一馬 29（857）2.4 高効率ターボ冷凍機および高効率システム 松村一美 34

（ 862）2.5 超高効率高温ヒートポンプ  下田平修和 38（866）［食品技術講座５］食品の

安全・環境技術に役立つ冷凍講座 、第7回野菜・果物類：未熟マメ類の貯蔵と品質保持、山

内直樹 41（869） 

 

７．おわりに 

一般社団法人食感性コミュニケーションズの新しい取り組みとして食品工場のヒートポンプ

が始まります。 

まずセミナーとして「食品工場の加熱工程の最適化とヒートポンプによる省エネ・環境保

護」、「（その１）食品加工工程からの熱回収と有効利用システムの構築」が(社)日本冷凍空調

学会の後援で平成21年12月２日(水)9:30-17:00に日本教育会館 ８F 第805会議室で開かれます。 

内容は次の通りです。 

１．食品工場ヒートポンプ技術の基礎と動向 

１）製パンプロセスのエネルギー計測・評価事例 相良泰行  (社)食感性コミュニケーショ

ンズ理事長 

２）ヒートポンプと冷凍食品 金谷昌敏 (株)ニチレイフーズ 

３）ヒートポンプと食品工場における活用事例 原田光朗 東京電力(株) 

２．最新ヒートポンプシステム事例 

４）実用的なヒートポンプシステムの性能特性 小妻英寛 ダイキン工業(株) 

５）食品製造工程へのヒートポンプの適用例 米田弘和 (株)前川製作所 

６）ヒートポンプによる排熱回収事例 板橋浩之 (株)東洋製作所 
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 著者 タイトル 誌名 巻（号） 

文献１ 米田千恵 水産物の調理加工および貯蔵における品

質変化に関する研究 

 

日本調理科学会誌 42(2), 71-78 

文献２ 木村凡 低温下で細菌の受けるストレス・損傷と

その耐性、 

 

日本食品微生物学会雑誌 26(2), 86-91 

文献３ 上村松生他 凍結ストレスと植物 

 

低温生物工学会誌 55(1/2),  

29-36 

文献４ Imelda W.Y. et.al Pacific hake(Merluccius Productus)  

hydrolysates as cryoprotective agents 

in frozen Pacific  Cod fillet mince 

 

Jounal of Food Scinece 74(8), 

c588-c594 

５ 鈴木徹 冷凍・解凍技術の最新動向：冷凍食品の

品質を決める要素技術 

食品と開発 44(8), 13-15 

６ 古川博一 冷凍・解凍技術の最新動向２：食品分野

における冷凍・解凍最新技術 

 

食品と開発 44(8), 16-18 

７ 山本泰司 冷凍・解凍技術の最新動向３：高周波誘

電加熱による解凍装置 

 

食品と開発 44(8), 19-21 

８ 編集部 冷凍・解凍技術の最新動向４：ロス削減

と鮮度保持で見直しが進む冷凍・解凍技

術 

 

食品と開発 44(8), 2225- 

９ A.K.Balange,  

S.Benjakul,  

S.Maqsood 

Gel strengthening effect of wood  

extract on surimi produced from  

mackerel stored in ice 

 

Jounal of Food Scinece 74(8), 

c619-c626 

10 宮脇長人 生物・食品と凍結 低温生物工学会誌 55(1/2), 

23-27 

 

11 河原秀久 生物由来の氷結晶制御物質の機能と食品

への応用 

 

低温生物工学会誌 55(1/2), 

49-53 

12 相良泰行 食嗜好評価に基づく冷凍米飯最適保蔵温

度条件…高齢者の食嗜好と粘弾性特性の

相関関係分析法 

 

日本食品科学工学会誌 56(11), 

558-572 

13 Laura Campo-Deano, 

Clara A. Tovar,  

M. Jesus Pombo,  

M. Teresa Solas,  

A. Javier Borderias

 

Rheological study of giant squid  

surimi (Dosidicus gigas) made by two 

methods with different  

cryoprotectants added 

J.Food Eng.94(1) Pages 26-33 
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14 Rui M.S. Cruz,  

Margarida  

C. Vieira, Cristina 

L.M. Silva 

 

Effect of cold chain temperature  

abuses on the quality of frozen  

watercress (Nasturtium officinale R. 

Br.) 

J.Food Eng.94(1) Pages 90-97 

15 A. McKellar,  

J. Paterson,  

Q.T. Pham 

 

A comparison of two models for  

stresses and strains during food  

freezing 

J.Food Eng.95(1) Pages 142-150 

16 羽倉義雄 シャルピー衝撃試験機を用いた最適凍結

粉砕温度の決定 

 

日本冷凍協会論文集９,  

277-282 ,9112 

 

17 並木雄二 技術革新の可能性 冷凍弁当・チルド弁 

当・店内調理「多温度帯」MD（重点部門

再生のシナリオ「米飯」は復活できる 

か!?) 

 

コンビニ 12(11), 

(111)22-25, 

2009/11  

18 中 章 環境に優しい自然冷媒で世界をリードす

る前川製作所の"冷凍哲学"(最終回)10 代

から 80代まで幅広い層の技術者が働き、

技術の継承ができることが当社の強み! 

 

財界 57(18), 

(1440)70?73, 

2009/9/8  

19  環境問題への対応目的 冷凍食品共同物流

の開始--ニッスイ、味の素冷凍食品 他 

 

水産週報 (1783), 11, 

2009/9/1  

20 小池 芳子 教えて小池さん! 冷凍・解凍コツのコツ 

(とれすぎを冷凍 ゆっくり売る 上手に売

る) 

 

現代農業 88(9), (755) 

328-331, 

2009/9 

21 森 茂喜 カンキツ農家が業務用で売り出す「氷果

クラッシュ」(とれすぎを冷凍 ゆっくり

売る 上手に売る) 

 

現代農業 88(9), (755) 

322-325, 

2009/9  

22  冷凍しておけば、夏の野菜が冬の朝市で

売れる(青森・平川百合子さん) (とれす

ぎを冷凍 ゆっくり売る 上手に売る) 

 

現代農業 88(9),(755)31 

7-321,2009/9  

23  とれすぎを冷凍 ゆっくり売る 上手に売

る 

現代農業 88(9), (755) 

316-331, 

2009/9  

 

24  冷凍食品メーカー2009 年秋新製品--市場

回復に向け、多用な食シーン・価格帯に

対応 (特集 秋冬商戦を飾る今年の有力商

品) 

 

ミ-ト・ジャ-ナル 46(9), (550) 

42-47,2009/9  

25 中 章 環境に優しい自然冷媒で世界をリードす

る前川製作所の"冷凍哲学"(第２回)冷却･

冷凍というニッチな技術に特化してこそ､

新たな市場が生まれる 

 

財界 57(17), 

(1439)60?63, 

2009/8/25 
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26  冷凍水産物需給見通し--節約志向でサ 

ケ・マス小売価格上値なく 

 

水産週報 (1779), 11, 

2009/7/1  

27  大塚食品/『マンナンヒカリ』の新商品発

売--マンナンヒカリ 228 グラムスティッ

クタイプ 冷凍マンナン焼きおにぎり『こ

にぎり』 

 

食糧ジャ-ナル 34(6), 38-41, 

2009/7  

28  成長力キープする冷凍めん市場 酒類食品統計月報 51(5), (612) 

25-31 ,2009/7 

 

 

 



 

冷 凍 食 品 技 術 研 究 No．85 2009．12月 

－50－ 

＜国内情報＞ 

 

京阪セロファン株式会社 つくば工場 見学会報告 
 

財団法人 日本冷凍食品検査協会 東京検査所 

吉田 一慶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日：2009年10月23日（金） 

スケジュール： 

12：40 東京駅丸の内口集合、バスでつくばへ 

14：10 工場到着 

14：15～16：40 工場見学 

16：45 工場出発、東京駅で解散 

 

１．京阪セロファン株式会社 つくば工場の概要 

京阪セロファン株式会社は、昭和８年に「京阪セロファン工業所」として創立、昭和25年

に「京阪セロファン株式会社」として法人化された。 

現在、３ヶ所（北海道、筑波、京都）に「軟包装衛生協議会の認定工場」に指定された工

場があり、全国４ヶ所（北海道、東京、関西、九州）の営業拠点により、その地域に密着し

た営業活動を展開している。 

 

京阪セロファン株式会社つくば工場は、平成７年に埼玉工場を移転・新設されたもので、

工場の規模は、敷地面積40,000㎡ 建物面積（延）15,200㎡である。 

平成12年にISO9001認証取得、平成13年にISO9001認証拡大取得、平成15年にISO14001認証
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取得している。 

ホームページアドレス⇒http://www.keihan-c.co.jp/index.html 

 

２．包装資材の製造工程（概要） 

当該工場では、デザイン・企画から製造までを一貫生産で行っており、製造工程の概要は

次の通り。 

 

製版 → 印刷 → ラミネート → スリット → 製袋 → 包装 →納品 

 

（１）製版 

画像データをコンピュータで読み取り、通常５色に色分解する。その後、５色ごとに

円柱状の製版をつくるが、鉄シリンダーに銅メッキをした表面に、ダイヤモンド針を使

用して文字や図柄等を彫刻し、表面に磨耗防止のためのクロムメッキを行う。 

 

※京阪セロファン㈱の版方式は凹版である。この凹版のことを「グラビア版」と呼んで

いる。 

 

（２）印刷 

前工程で完成した凹版（グラビア版）にインクを付けるが、この時、凹版の表面に付

いた余分なインクをドクター刃という刃で取り除く。その後、フィルムを凹版とプレス

ロールの間に挟み、インクをフィルムに転写させる。 

 

（３）ラミネート 

印刷したフィルムに、機能性を持たせた別のフィルムを張り合わせて、ニーズに合わ

せた機能を持たせる。この方法には、「ドライラミネート加工」と、「押し出しラミネー

ト加工」の２つの方法がある。 

 

①ドライラミネート加工 

接着剤を使用して、２枚のフィルムを張り合わせる。 

②押し出しラミネート加工 

溶かしたポリエチレンを使用して、２枚のフィルムを張り合わせる。 

 

フィルムの強度は「ドライラミネート加工」の方が強いが、「押し出しラミネート加

工」よりコストが高い。また、「押し出しラミネート加工」したフィルムは「ドライラ

ミネート加工」したフィルムよりも軟性があるが剥がれやすい特徴があり、それぞれ、

ニーズに合わせた使い分けが行われている。 

 

（４）スリット 

ラミネート後に、規定の幅に合わせてレーザー刃でカットする。±１㎜以内でのカ
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ットが可能ということであった。 

 

（５）製袋 

使用目的に応じて、三方袋、スタンド袋、合掌袋（ピロー包装）、ガゼット袋などの

様々な形態の袋を製造している。 

 

３．工場見学 

当該工場は、製造の８割が食品用の包装資材ということもあり、工場における衛生管理が

徹底されており、特に従業員の入口管理、毛髪混入対策、防虫対策などは、食品工場と同様

の管理が行われていた。 

また、各作業場に通じる通路は広く設定され、その通路には自動制御された運搬用のロボ

ットが稼動し、オートメーション化も図られていた。また、工場内の物流もコンピュータ制

御により自動化され、トレース可能なシステムが導入されていた。 

工程においては、「お客様の求める色に仕上げること」や「お客様の求めるシール強度を

確保すること」等が重要であるとの説明があった。色については、標準見本をつくる、色の

ブレンド率を人の勘ではなく機械で制御する、色の再現が難しいラインほどスキルを持った

担当者を配置させるなどの管理を実施していた。シール強度については、樹脂の種類などに

よって温度管理の基準等を明確にして管理を行っていた。また、ロット検査の結果は、お客

様の求めに応じて提出することが可能との説明があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑応答の中で、昨年、某企業において包材の臭い（トルエン）に関する問題が発生した

が、通常、臭いについてはラミネート工程の後に乾燥オーブンで乾燥した時点でなくなると

の話しがあった。また、エージング工程（一定時間保管しておく工程）は、ラミネートの硬

化を目的としており、臭いとは関係がないとの説明もあった。 

 

普段、食品以外の工場を見学する機会は中々無いが、今回、包装フィルムの工程について

身近に見学できたことは、非常に有意義であった。 

 

最後に、植田工場長はじめ、工場の皆様には丁寧な対応をしていただき大変感謝申し上げ



 

2009．12月 冷 凍 食 品 技 術 研 究 No．85 

－53－ 

ます。また、今回の工場見学に関して、株式会社クレスコの広部社長様、森嶋次長様には大

変お骨折り頂き、重ねてお礼を申し上げます。 
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＜事務局連絡＞ 

 

食品冷凍講習会（関東）の御案内 
 

今年も（社）日本冷凍空調学会との共催により、食品冷凍講習会を開催する運びとなりまし

たのでお知らせします。 

この講習会は、食品製造や食品冷凍装置に関わる技術者を対象に、理論・技術両面に主眼を

置き、現場ですぐに役に立つ知識の習得を目的としています。また、（社）日本冷凍空調学会

の認定試験である食品冷凍技士試験の準備講習会ともなっています。なお、食品冷凍技士試験

は、平成22年２月28日（日）全国一斉に実施を予定されています。 

 

記 

１ 日程：平成 22年１月 21日（木）～22日（金）   ２日間 

２ 場所：大田区産業プラザ ３階 特別会議室 

     （東京都大田区南蒲田１－20－20 京急蒲田駅そば） 

 

月日 科目 講師 時間 

１／21 

（木） 

食品冷凍の総論と物理 

食品冷凍の化学 

食品冷凍の衛生学 

水産物の冷凍 

鈴木 徹  (東京海洋大学) 

野口 敏  (中央すりみ研究所)

阿部 尚樹 (東京農業大学) 

平岡 芳信 (中央水産研究所) 

10：00～12：00 

13：00～14：30 

14：30～16：00 

16：00～17：30 

１／22 

（金） 

冷凍設備と解凍設備 

畜産物の冷凍 

調理冷凍食品の製造技術 

冷凍食品の品質衛生管理・規格 

農産物の冷凍 

古川 博一 (古川技術士事務所)

坂田 亮一 (麻布大学) 

進藤 博且 (ニチレイフーズ) 

相川 毅  (日本水産) 

椎名 武夫 (食品総合研究所) 

９：00～11：00 

11：00～12：30 

13：30～15：00 

15：00～16：30 

16：30～18：00 

 

３ 参加費：会 員 25,000 円（税込）（共催、協賛団体を含む） 

非会員 30,000円（税込） 

＊なお、冷凍食品技術研究会（関東）の会員には、１社１名の参加に限り 

5,000円の補助をしますので、20,000円となります。 

 

４ テキスト：『新版 食品冷凍技術』（平成 21年９月発行） 

受講者特価 ￥5,500円（税込） 送料 380円 

 

５ 申込先：（社）日本冷凍空調学会 講習会係 

〒160－0008 東京都新宿区三栄町８番地 三栄ビル 

TEL 03（3359）5231、FAX 03（3359）5233 

 

６ 申込方法：現金書留または下記銀行口座へお振込下さい。（振込手数料は別途ご負担下さ

い。）銀行振込の場合、振込受領書のコピーを添付の上、空調学会へ FAX また
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は郵送にてお申し込み下さい。入金確認後、領収書・受講券・テキスト及び会

場の案内図が送付されます。 

 

７ 振込銀行：みずほ銀行 四谷支店 普通口座 NO．１８４３１９７ 

口座名義「社団法人 日本冷凍空調学会」 

 

 

＊詳細は、直接、（社）日本冷凍空調学会にお問合せ下さい。 
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＜編集後記＞ 

弊社では、11月に冷凍食品工場の焼きおにぎり製造ラインで使用している機械のプラスチッ

ク部品が破損して製品に混入し告知回収する事故を起こしました。 

事故調査の過程でＸ線異物検出器のプラスチック異物に対する感度について自身の知識不足

を痛感しましたので、得られた知見を本稿で紹介します。 

 

今回、製品に混入しておりましたプラスチック片は、厚さ２ミリで、100円玉を半分に割った

ような大きさの白色の樹脂片でした。調査の結果、当該異物は食品工場で主に半製品や製品の

昇降に使用するバケットコンベヤーの樹脂製バケットの一部で、取り外して点検しないと破損

に気がつかない部位でした。 

弊社では食品工場の全ラインにＸ線異物検出器の設置をルールとしており、プラスチック異

物に対しては、テストピースの塩化ビニル２ミリ角を排除できることを推奨しています。製品

によってはテストピース２ミリ角の検知が困難なものがありますが、今回のような硬質で大き

な樹脂片が製造ラインのＸ線異物検出装置でなぜ検出出来なかったのか、塩化ビニルのテスト

ピースとそんなに条件が違うものかと、検出できなかったという事実に対して半信半疑で受け

とめました。 

異物現品を使い再現試験を実施しました。製品中に異物の方向を換えて埋め込みＸ線異物検

出器を通しましたが検出しませんでした。更にＸ線異物検出器メーカー２社に依頼して最新機

種による検出試験を行いました。製品中に６・８・10・12ミリ厚のポリプロピレン材質の試験

片を埋め込みテストしたところ、厚みが12ミリでも検出することができず、その結果に愕然と

しました。検出出来なかった理由は、米粒と試験片の密度差が小さかった事に起因します。 

Ｘ線異物検出器の原理は、Ｘ線を照射しその透過率の低下（Ｘ線が対象物に吸収されたこと）

を検出する仕組みです。対象物の密度と原子番号の積が大きいほど検出感度が良いとされてお

り、単純に言えば比重の重いものは検出し易いといえます。 

食品工場ではプラスチック樹脂の内、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩ビが多く使われ、

特に破損しづらく軽量なポリプロピレンは、コンテナ容器や機械部品で汎用されています。一

般的なポリプロピレンの比重は0.9～0.91、高密度ポリエチレンの比重は0.941～0.965、塩化ビ

ニルの比重は1.30～1.58程度です。プラスチック樹脂といっても、材質によって比重は大きく

異なり、この差がＸ線異物検出器の検出感度に大きく影響します。米飯においては、塩ビに比

べポリプロピレンはこんなにも検出しづらいという事実を自身が十分に把握しておりませんで

した。 

 

今回の事故の教訓から、Ｘ線で検知しづらい樹脂部品や備品類は食品工場から排除してゆく

ことは重要な打ち手であると認識しています。一方で、私ども食品メーカーと樹脂加工メーカ

ー（包材・容器・部品等）及びＸ線異物検出器等の機械メーカーが、お互いのノウハウを共有

しながら食品の素材に合わせて、Ｘ線等で検出し易くかつ破損しにくく使い勝手の良い樹脂加

工品の開発を進めてゆくことも、業界の発展と安全・安心を強化する上で必要なことではない

かと感じています。                             （相川） 
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